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動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づき、飼い主のいない猫

による生活環境への被害の軽減と猫の殺処分数を削減するとともに、動

物愛護と適正管理を啓発し、人と猫との共生社会の実現を図ります。 

飼い主のいない猫の増加による生活環境への被害を防ぐため、自己飼

養、または適正飼養者への譲渡を目的とした不妊又は去勢手術を受けさ

せる個人に対し、手術費用の一部を助成します。  
 

 

※交付決定通知をした日の翌日から起算して 60 日以内又は申請年度の３月 31

日のいずれか早い日までに生後約６か月以上となる場合を含む。 

 

•猫一匹につき、メス猫20,000円、オス猫10,000円

•手術費用が助成金額を下回る場合は支払った金額

助成額

•メスの場合：不妊手術（＋希望する場合は左耳Ⅴ字カット）

•オスの場合：去勢手術（＋希望する場合は右耳Ⅴ字カット）

手術内容

•岩国市に住民票がある方

•手術後に自己飼養又は適正飼養者へ譲渡できる方

•市税を滞納していないこと

対象者

•岩国市内に生息する、外見上健康で概ね６ヵ月以上※と認められる
飼い主のいない猫（飼い猫は対象外）

対象猫

•同一世帯で年度上限１０匹（但し、自己飼養の場合は２匹まで）

申請件数
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•本庁環境政策課

•由宇総合支所市民福祉課

•周東総合支所市民福祉課

•玖珂支所市民税務班

•錦総合支所市民福祉課

•美和総合支所市民福祉課（詳しくはP.13へ）

申請場所

•各年４月１日から年度の末日まで
（但し、予算額に達し次第締め切ります。）

申請期間

•原則、市内の動物病院に所属する獣医師（詳しくはP.13へ）

手術の実施

注意事項 

 

〇手術後の申請受付はできません。必ず事前に申請の手続

きをしてください。 

 

〇申請者自身で猫を保護してください。（助成金の交付が決

定された方のみ市で捕獲器の貸出しを行っています。） 

 

〇手術料金は各動物病院によって異なります。予約の際に

ご確認ください。 

 

〇猫の健康状態等により獣医師が手術を中止する場合があり

ます。中止の場合に生じた費用は、全額申請者負担（助成金

対象外）となります。 
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申請者 

市・動物病院への事前相談。 

↓ 

交付申請書（様式第１号）、猫の写真（猫の特徴がわかるもの 

※原則、保護前の状態で撮影）、 

誓約書（様式第２号）、 

相手方登録申出書（該当者のみ）の提出 

申請者 

市内の動物病院で手術の予約、手術の実施 

・手術料金は全額支払い（助成金は後日に口座振込） 

・交付決定翌日から 60 日後又は３月 31 日の早い日までに実施 

申請者 

対象猫の保護・捕獲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国市 

交付決定通知書（様式第３号）の送付 

申請 

交付決定 

手術 

猫の保護 
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申請者 

実績報告書（様式第６号）、領収書の写し、 

猫の特徴及び手術後の状態が分かる写真。 

猫の譲渡報告書（様式第７号・必要であれば） 

・手術後 14 日又は３月 31 日のいずれか早い日 

までに提出 

 

 

岩国市 

確定通知書（様式第８号）の送付 

 

 
・ 

 

 

申請者 

助成金請求書（様式第９号）の提出 

 

 
・ 

 

 

岩国市 

助成金の支払い（口座振込） 

※口座は申請者の個人名義に限る 

 

 
・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求 

実績報告 

助成金交付 

確定通知 
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不妊・去勢時にＶ字カットをすることはその猫が不妊・去勢済

みであるという目印のため。万が一逃げてしまっても、その猫

の耳が V 字カットされていれば一目で手術済みと判別でき、再

度保護して開腹手術をされずに済むためです。 

この助成金は飼い主のいない猫による被害軽減と猫の殺処分

数を削減するために作られた制度で、飼い猫については、飼

い主の適正飼養の責務として自己負担が適当だと考えます。 

前払いの場合、市への請求等で、動物病院の事務負担が増え

るうえ、この助成金制度は、実績報告や添付書類で手術の確

認をすることが、支払いの必須条件になります。そのため助

成金は後払いの口座振込となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうして、耳のＶ字カットが推奨されているの？  

どうして、飼い主のいない猫だけを対象 

としているの？飼い猫はいけないの？ 

後日お金の振込をしてもらう代わりに、 

動物病院で手術をした際に、その場で割引して 

もらうことはできないの？ 
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岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）の趣旨

に基づき、飼い主のいない猫による生活環境への被害の軽減と猫の殺処分数の削減を図

るとともに、動物の愛護と適正な管理を啓発し、人と猫との共生社会を実現するため、

飼い主のいない猫に不妊手術又は去勢手術を受けさせる個人に対し、予算の範囲内にお

いて岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金（以下「助成金」という。）を交

付することについて、岩国市補助金等交付規則（平成 18 年規則第 53 号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 飼い主のいない猫 市内に生息し、生息地域の住民が飼い主のいない猫として共通

の認識を持っている猫をいう。 

⑵ 不妊手術 雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。 

⑶ 去勢手術 雄猫の精巣の摘出手術をいう。 

⑷ 手術 不妊手術又は去勢手術をいう。 

⑸ 指定獣医師 獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）第３条に規定する免許を受けてい

る者であって、原則、市内の動物病院に所属するものをいう。 

⑹ Ⅴ字カット 再手術防止のため、片方の耳の先端をⅤ字にカットする処置で、カッ

ト部分の長さを１センチメートル程度とし、雄猫にあっては右耳に、雌猫にあっては

左耳に行うものをいう。 

 （助成対象猫及び助成対象手術） 

第３条 助成の対象となる猫（以下「助成対象猫」という。）は、原則、外見上健康であり、

かつ、生後約６か月以上（助成金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をした日の

翌日から起算して 60 日以内又は助成金の交付の申請（以下「交付申請」という。）をし

ようとする年度（以下「申請年度」という。）の３月 31 日のいずれか早い日までに生後

約６か月以上となる場合を含む。）であると認められる飼い主のいない猫とする。 

２ 助成の対象となる手術（以下「助成対象手術」という。）は、助成対象猫に対し指定獣

医師において実施する手術とし、当該手術にはⅤ字カットの実施の要否は問わないもの

とする。 

 （助成対象者） 

第４条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、交付申請をする

時点において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 市内に住所を有していること。 

⑵ 適正飼養を目的とし、営利を目的としないこと。 
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⑶ 市税を滞納していないこと。 

⑷ 手術を契機に、助成対象猫を自己所有し、適正飼養をする意思がある、又は適正飼

養をする者に譲渡する意思があること。 

⑸ 申請年度において、助成対象手術を受けさせようとする者であること。 

⑹ 岩国市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 21 号）に規定する暴力団員又は暴力団若

しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成対象手術に要する経費（指定獣医師が手術の際に必要な経費

と認めるものを含む。）の実支出額とする。ただし、次の各号に掲げる助成対象手術の区

分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。 

⑴ 不妊手術（耳のＶ字カットに要する費用を含む。） ２万円 

⑵ 去勢手術（耳のＶ字カットに要する費用を含む。） １万円 

 （交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が交付申請のために

市長に提出する書類は、次のとおりとする。 

⑴ 岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付申請書（様式第１号） 

⑵ 誓約書（様式第２号） 

⑶ 手術を受けさせようとする猫の特徴が分かる写真 

⑷ 相手方登録申出書 

２ 交付申請は、同一世帯内通算で１会計年度につき、10 回を限度とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、自己飼養を目的とする場合の交付申請は、同一世帯内通算

で１会計年度につき、２回を限度とする。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当である

と認めたときは、交付決定をし、岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交

付決定通知書（様式第３号。以下「交付決定通知書」という。）により申請者に通知する

ものとする。 

２ 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、岩国市飼い主のいない猫の不妊・

去勢手術費助成金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

 （手術の実施） 

第８条 市長は、交付決定をした者（以下「交付決定者」という。）に対し、原則として、

交付決定をした日の翌日から起算して 60 日以内又は申請年度の３月 31 日のいずれか早

い日までに、交付決定通知書を指定獣医師に提示の上、助成対象手術を受けさせるよう

求めるものとする。 

 （手術内容の変更等） 

第９条 交付決定後に交付決定者が手術の内容を変更し、又は手術を中止しようとすると

きに市長に提出する書類は、岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付（変

更・中止）承認申請書（様式第５号）とする。 

 （実績報告） 
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第 10 条 交付決定者が実績報告のために市長に提出する書類は、次のとおりとする。 

⑴ 岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金実績報告書（様式第６号。以下

「実績報告書」という。） 

⑵ 助成対象手術に要した費用に係る領収書の写し 

⑶ 猫の特徴及び手術後の状態が分かる写真 

⑷ 手術を実施した猫を譲渡した場合にあっては、猫の譲渡報告書（様式第７号） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、交付決定者に対し、手術を実施した日の翌日から起算して 14 日以内又は申請

年度の３月 31 日のいずれか早い日までに前項の書類を提出するよう求めるものとする。 

 （助成金の額の確定） 

第 11 条 市長は、前条第１項の実績報告があった場合において、その内容を審査し、実績

報告書が交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、岩国市飼い

主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金額確定通知書（様式第８号）により交付決定者

に通知するものとする。 

 （助成金の請求） 

第 12 条 前条の規定により額の確定の通知を受けた交付決定者が助成金の請求のために

市長に提出する書類は、岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金請求書（様

式第９号）とする。 

 （交付決定の取消し） 

第 13 条 規則第 18 条の規定による交付決定の取消しに使用する書類は、岩国市飼い主の

いない猫の不妊・去勢手術費助成金取消通知書（様式第 10 号）とする。 

 （助成金の返還） 

第 14 条 規則第 19 条の規定による助成金の返還命令に使用する書類は、岩国市飼い主の

いない猫の不妊・去勢手術費助成金返還命令書（様式第 11 号）とする。 

 （その他） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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様式第１号（第６条関係） 

年  月  日  

 （宛先） 

 岩国市長 様 

申請者   住  所 

ふりがな 

氏  名                                     

生年月日 

（電 話      －      －          ） 

 

岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付申請書 

 

岩国市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱に基づく不妊・去勢手術を

実施し、助成金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

また、市税の納税状況について市職員が調査することについて承諾します。 

１ 対象となる飼い主のいない猫 

性    別 毛    色 推定年齢 特  徴 生息地域 

雄・雌     

 上記の猫について、生息地域の住民が飼い主のいない猫として共通の認識を持っ

ています。  

２ 対象となる手術の内容（次のいずれかを○で囲んでください） 

  不妊手術 ・ 去勢手術 

３ 助成金の交付申請額 

  金        円 

  （ただし、不妊手術は２万円、去勢手術は１万円を上限とする。） 

４ 手術予定年月 

       年  月頃 

５ 本年度の申請件数 

  同一世帯内通算で一会計年度 10 回を限度のうち  回目 

  （自己飼養の場合：同一世帯内通算で一会計年度２回を限度のうち  回目） 

６ 添付書類 

 ⑴ 誓約書（様式第２号） 

 ⑵ 手術を受けさせようとする猫の特徴が分かる写真 

 ⑶ 相手方登録申出書 

７ 手術後の方針（該当の番号を○で囲んでください） 

 １ 自己所有し適正飼養  ２ 適正飼養をする者への譲渡 
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様式第２号（第６条関係） 

 

誓  約  書 
 

年  月  日  

 （宛先） 

 岩国市長 様 

申請者   住  所 

ふりがな 

氏  名                                       

（電 話      －      －          ） 

 

私は、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を実施するに当たり、次の事項について誓約

します。 

 

 １ 猫の不妊・去勢手術は、飼い主のいない猫に限り実施します。 

 【手術を中止した場合に生じた費用は、自己負担します。】 

 

２ 手術を実施しようとする猫を責任を持って終生に渡り飼養し、又は適正飼養をする

者に譲渡します。 

 

３ 飼養については屋内飼養を原則とし、首輪、Ｖ字カット等で所有を明示するととも

に、糞尿等で周辺住民に迷惑をかけることがないよう適正な飼養に努めます。 

 

 ４ 猫が他人の飼い猫であると判明した場合、不妊・去勢手術に関して生じた諸問題は、

自己の責任において解決します。 

 

５ この猫の飼養に起因して生じた諸問題は、自己の責任において解決します。 
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・  

・  

 

 

 

 

市役所名  所在地  電話番号  

岩国市役所  環境政策課  今津町一丁目 14 番 51 号 (0827)29-5100 

由宇総合支所  市民福祉課  由宇町中央一丁目 1 番 10 号 (0827)63-1112 

周東総合支所  市民福祉課  周東町下久原 1208 番地１ (0827)84-1112 

玖珂支所   市民税務班  玖珂町 4933 番地 2 (0827)82-2511 

錦総合支所   市民福祉課  錦町広瀬 12 番地 8 (0827)72-2112 

美和総合支所  市民福祉課  美和町生見 12126 番地 (0827)96-1113 

 

動物病院名  所在地  電話番号  

赤岸犬猫病院 山手町二丁目 1 番 15 号 (0827)21-0443 

河上動物病院 昭和町一丁目 4 番 3 号 (0827)21-6326 

キャロット動物病院 南岩国町一丁目 14 番 40 号 (0827)32-7787 

グリーン動物病院 海土路町二丁目 4 番 15-3 号 (0827)32-4970 

神田獣医科 美川町小川市ヶ原 1387 (0827)76-0208 

竹田動物病院 周東町西長野 153 番地 5 (0827)84-4077 

なつめ動物診療所 今津町一丁目 6 番 22 号 (0827)93-2915 

西野動物病院 今津町二丁目 9 番 1 号 (0827)24-0701 

のじま動物病院 関戸 1020 番地 2 (0827)43-0298 

ふじしま動物病院 門前町二丁目 30 番 13 号 (0827)35-6256 

みさお動物病院 山手町三丁目 2 番 12 号 (0827)24-1217 

森﨑動物病院 中津町三丁目 9 番 19 号 (0827)29-2345 

岩国市内動物病院一覧 

申請窓口 


